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別紙様式１－２－１－１ 九州大学大学院法務学府実務法学専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること

分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

【分析の手順】

・大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして基準数以上の専任教員、並びに兼担及び兼任教員を配置していることを確認する。
・教員の年齢の構成が著しく偏っていないこと並びに教員組織においてダイバーシティの推進に努めていることを確認する。

基準３－７　専任教員の授業負担等が適切であること

分析項目３－７－１　法科大学院の専任教員の授業負担が適正な範囲内にとどめられていること

【分析の手順】
・他専攻、他研究科及び学部等（他大学の非常勤を含む。）を通じた各専任教員の授業負担について、学内における役職等への着任状況その他の当該法科大学院において必要とされる負担も踏まえて、適正な範囲（年間20単位以下であることが望ましく、年間30単位を超える場合には、適切な範囲内にあるとはいえない）にとどめられていることを確認する。

教員の配置状況（別紙様式１－２－１－１）

教員一覧 

授業科目名2023 クラス数 単位数 集・オ・共 授業科目名 課程 クラス数 単位数 集・オ・共 授業科目名 クラス数 単位数 集・オ・共 大学等名

研・専 教授 赤坂　幸一 基礎憲法Ⅰ 1 2 憲法Ⅰ （B) 1 2 法学部 16.7
基礎憲法Ⅱ 1 2 憲法演習 （B) 1 4 法学部
公法総合演習 1 0.4 オ 外国法律書講読（ドイツ語） （B) 1 2 法学部

憲法研究第二 （M)、（D) 1 4 法学府・法政理論専攻
LS架橋演習 （B) 1 0.3 法学部

研・専 教授 井上　宜裕 基礎刑法Ⅰ 1 2 刑法Ⅱ （B) 1 4 法学部 20.6
基礎刑法Ⅱ 1 2 刑法演習 （B) 1 4 法学部

LS架橋演習 （B) 1 0.6 法学部
刑法研究第一 （M)、（D) 1 4 法学府・法政理論専攻
刑法研究第二 （M)、（D) 1 4 法学府・法政理論専攻

研・専 教授 上田　竹志 基礎民事訴訟法Ⅰ 1 2 民事訴訟法Ⅰ （B) 1 4 法学部 12
基礎民事訴訟法Ⅱ 1 2 民事訴訟法研究第一 （M)、（D) 1 4 法学府・法政理論専攻

研・専 教授 大脇　成昭 基礎行政法 1 2 行政法演習 （B) 1 4 法学部 14.4
応用行政法Ⅰ 1 2 行政法研究第二 （M)、（D) 1 4 法学府・法政理論専攻
応用行政法Ⅱ 1 2
公法総合演習 1 0.4 オ

研・専 教授 小池　泰 基礎民法Ⅲ 1 2 家族法 （B) 1 4 法学部 16.3
基礎民法Ⅳ 1 2 LS架橋演習 （B) 1 0.3 法学部
家族法 1 2 家族法研究第一 （M)、（D) 1 4 法学府・法政理論専攻
応用民法Ⅲ 1 2

研・専 教授 七戸　克彦 基礎民法Ⅰ 1 2 民法演習（4年生） （B) 1 4 法学部 13.1
基礎民法Ⅱ 1 2 民法演習（3年生） （B) 1 4 法学部
民事法総合演習 1 0.7 オ
民事法総合演習Ⅱ 1 0.4 オ

研・専 教授 田淵　浩二 応用刑事訴訟法 1 2 LS架橋演習 （B) 1 0.6 法学部 犯罪と刑事裁判 1 1 集 放送大学・教養学部 16.5
刑事法総合演習 1 0.9 オ 刑事訴訟法 （B) 1 4 法学部

刑事訴訟法演習 （B) 1 4 法学部
刑事訴訟法研究第一 （M)、（D) 1 4 法学府・法政理論専攻

研・専 教授 野澤　充 応用刑法Ⅰ 1 2 外国法律書講読（ドイツ語） （B) 1 4 法学部 12.7
応用刑法Ⅱ 1 2 刑法演習 （B) 1 4 法学部

法学入門 （B) 1 0.7 基幹教育・教職科目他部局等
研・専 教授 堀野　出 応用民事訴訟法 1 2 民事訴訟法Ⅱ （B) 1 2 法学部 13.7

民事法総合演習 1 0.7 オ 民事手続法演習 （B) 1 4 法学部
民事法総合演習Ⅱ 1 0.3 オ 民事訴訟法研究第二 （M)、（D) 1 2 法学府・法政理論専攻
民事執行法・民事保全法 1 2 LS架橋演習 （B) 1 0.6 法学部
模擬裁判（民事） 2 0.1 共

研・専 教授 山下　昇 労働と法 1 2 ワークルールとキャリアデザイン （B) 1 2 法学部 労働法 1 2 福岡大学大学院法曹実務研究科 14
法科大学院長 労働紛争処理 1 2 労働法演習 （B) 1 4 法学部

労働法研究第二 （M)、（D) 1 2 法学府・法政理論専攻
研・専 准教授 荒　　達也 民事法総合演習 1 0.7 オ 商法研究第二 （D) 1 4 法学府・法政理論専攻 17

基礎商法Ⅰ 1 2 会社法特講第二 （M) 1 4 法学府・法政理論専攻
基礎商法Ⅱ 1 2 課題協学 （B) 1 4 共 基幹教育
民事法総合演習Ⅱ 1 0.3 オ

専・他 教授 入江　秀晃 紛争管理と調停技法Ⅰ 1 2 紛争管理論 （B) 1 4 法学部 企業法務アドバンス3・調停の理論と制度 1 2 同志社大学法学部・大学院法学研究科 22
紛争管理と調停技法Ⅱ 1 2 紛争管理論演習 （B) 1 4 法学部 企業法務アドバンス4・調停の技法 1 2 同志社大学法学部・大学院法学研究科

紛争管理論特講第二 （M) 1 2 法学府・法政理論専攻 メディエーションの理論と技法 1 2 熊本大学大学院社会文化科学教育部

Law and Society (B) (A.L.) （M) 1 2 LL.M・LL.D・YLP・CSPA
専・他 教授 笠原　武朗 応用商法Ⅰ 1 2 商法演習 （B) 1 4 法学部 14.5

応用商法Ⅱ 1 2 商法Ⅰ （B) 1 4 法学部
LS架橋演習 （B) 1 0.5 法学部
会社法研究第二 （M)、（D) 1 2 法学府・法政理論専攻

専・他 教授 寺本　振透 知的財産と法 1 2 民事判決読解特殊講義I （B) 1 2 法学部 22.1
知的財産紛争処理 1 2 民事判決読解特殊講義II （B) 1 2 法学部

知的財産の実務 1 2 共
Intellectual Property and the
Law(A) (A.L.)

（M) LL.M・LL.D・YLP・CSPA

企業法務の基礎 1 2 共
Intellectual Property and the Law
(B) (A.L.)

（M) 1 2 LL.M・LL.D・YLP・CSPA 企業法務の基礎：QBSとの連携科目

ビジネス法実務 1 2 共 Japanese Business Law in Practice （M) LL.M・LL.D・YLP・CSPA
Comprehensive Research Seminar (B) （M) 1 2 LL.M・LL.D・YLP・CSPA
Comprehensive Research Seminar (A) （M) 1 2 LL.M・LL.D・YLP・CSPA
Contemporary perspectives on
Business Law

（M) 1 2 LL.M・LL.D・YLP・CSPA

数学共創概論Ⅰ （D) 1 0.1 オ マス・フォア・イノベーション連係学府

自大学法科大学院担当授業科目

担当授業科目

専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

民法

行政法

憲法

知的財産法

労働法

商法

大学等名

民事訴訟法

刑法

民事訴訟法

刑法

刑事訴訟法

民法

紛争管理論

商法専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

博士後期課程（D）

博士後期課程（D）

博士後期課程（D）

専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

分類 職名 教 員 名

実務経験年数

備考
実務家教員の

職種 年数
自大学他専攻等担当授業科目 他大学等担当授業科目

年間総単位数

専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

所属 専門分野



別紙様式１－２－１－１ 九州大学大学院法務学府実務法学専攻

専・他 准教授 高橋　雅人 応用憲法Ⅰ 1 2 憲法Ⅱ （B) 1 4 法学部 14.6
公法総合演習 1 0.4 オ 憲法演習 （B) 1 4 法学部

憲法特講第二 （B) 1 2 法学部
憲法特講第二 （B) 1 2 法学部
LS架橋演習 （B) 1 0.2 法学部

実・専 教授 松井　仁 弁護士 31.1 外国語文献講読Ⅱ（英） 1 2 国際取引法演習 （B) 1 4 法学部 15.5
国際弁護士実務 1 2 基幹教育セミナー （B) 1 １ 基幹教育・教職科目他部局等
契約実務 1 2 Comparative Legal System (D) (A.L.)（M) 1 0.5 LL.M・LL.D・YLP・CSPA
エクスターンシップⅠ 1 1
エクスターンシップⅡ 1 1
リーガル・クリニック 1 2

実・み 教授 柴田　啓介 裁判官 15.8 民事裁判実務 2 2 4.5
法曹倫理 1 0.5 オ
模擬裁判 2 2 共

実・み 准教授 染谷　翼 弁護士 12.4 模擬裁判 2 2 共 8.4
要件事実論 1 2
実務総合演習Ⅰ 2 0.5 オ
実務総合演習Ⅱ 2 0.5 オ
リーガルライティング 1 1
民事法総合演習Ⅱ 1 1.1 オ
倒産法実務 1 1.3 オ

兼担 教授 田中　孝男 公法総合演習 1 0.4 オ 4.4
公法訴訟実務 1 2 オ
自治体法務 1 2

兼担 教授 田中　教雄 応用民法Ⅰ 1 2 2
兼担 教授 武内　謙治 刑事処遇論 1 2 2
兼担 教授 豊崎　七絵 基礎刑事訴訟法Ⅰ 1 2 4

基礎刑事訴訟法Ⅱ 1 2
兼担 教授 丸谷　浩介 社会保障法 1 2 2
兼担 教授 南野　森 応用憲法Ⅱ 1 2 2.3

公法総合演習 1 0.3 オ
兼担 准教授 浅野　雄太 倒産法特別講義 1 2 2
兼担 准教授 香山　高広 応用民法Ⅱ 1 2 2
兼担 准教授 川﨑　邦宏 企業法務の基礎 1 2 共 4

ビジネス法実務 1 2 共
兼担 准教授 川島　翔 歴史と法 1 2 2
兼担 准教授 新屋敷　恵美子 労働法実務 1 2 2
兼担 准教授 鈴木　崇弘 公法総合演習 1 0.3 オ 0.3
兼担 准教授 冨川　雅満 刑事法総合演習 1 1.1 オ 3.1

外国語文献講読Ⅰ(独） 1 2
兼担 准教授 中島　琢磨 法と政治 1 2 2
兼担 准教授 八並　廉 国際私法Ⅰ 1 2 2
兼任 講師 志田　健太郎 刑事訴訟実務 2 2.2 オ 2.2
兼任 講師 鏑木　伸生 刑事訴訟実務 2 2.2 オ 4.7

法曹倫理 1 0.3 オ
模擬裁判 2 2 共
実務総合演習Ⅰ 2 0.1 オ
実務総合演習Ⅱ 2 0.1 オ

兼任 講師 石渡　一史 公法訴訟実務 1 0.1 オ 0.1
兼任 講師 宇加治　恭子 ロイヤリング・法交渉 1 2 2
兼任 講師 柏熊　志薫 ジェンダーと法 1 2 2
兼任 講師 酒匂　一郎 現代法哲学 1 2 2
兼任 講師 高木　佳世子 公法訴訟実務 1 0.3 オ 0.3
兼任 講師 田瀬　憲夫 精神医療と法 1 0.5 オ 0.5
兼任 講師 多田　望 国際私法Ⅱ 1 2 2
兼任 講師 田中　晶国 税財政と法 1 2 4.4

租税紛争処理 1 2
企業法務 1 0.4 オ

兼任 講師 富永　剛 公法訴訟実務 1 0.4 オ 0.4
兼任 講師 中川佳宜 倒産法実務 1 0.7 オ 0.7
兼任 講師 永田　一志 高齢者・障害者問題 1 2 2
兼任 講師 永原　豪 企業法務 1 0.7 オ 0.7
兼任 講師 縄田　健悟 紛争解決の心理学 1 2 2
兼任 講師 西嶋　美智子 国際法 1 2 2
兼任 講師 野林　信行 精神医療と法 1 0.8 オ 0.8
兼任 講師 林　和宏 企業法務 1 0.3 オ 0.3
兼任 講師 平山　賢太郎 経済法 1 2 4.1

経済法実務 1 2
企業法務 1 0.1 オ

兼任 講師 藤川　直樹 外国法 1 2 2
兼任 講師 水野　遼 精神医療と法 1 0.7 オ 0.7
兼任 講師 水元　宏典 倒産法 1 2 2
兼任 講師 武藤　糾明 公法訴訟実務 1 0.3 オ 0.3
兼任 講師 矢口　耕太郎 公法訴訟実務 1 0.3 オ 0.3
兼任 講師 安武雄一郎 法曹倫理 1 1.2 オ 4

模擬裁判 2 2 共
実務総合演習Ⅰ 2 0.4 オ
実務総合演習Ⅱ 2 0.4 オ

兼任 講師 吉浦 初音 企業法務 1 0.5 オ 0.5

　

憲法

専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

専門職学位課程（P）

博士後期課程（D）



別紙様式１－２－１－１ 九州大学大学院法務学府実務法学専攻

教員分類別内訳

研・専 10 1 11

実・専 1 1

実・み 1 1 2

学士課程 0

修士課程 0

博士前期課程 0

博士後期課程 3 1 4

専門職学位課程 0

学士課程 0

修士課程 0

博士前期課程 0

博士後期課程 0

専門職学位課程 0

兼担 6 9 15

兼任 26 26

21 12 26 0 59

教員の年齢別・性別内訳

45～

54歳

専属専任教員 14 14 0 7

4 4 0 2

18 18 0 0 0 9

100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0%

(注） １． 評価実施年度の５月１日現在で記入してください。なお、授業科目名及び単位数は、カリキュラムの新旧を問わず、評価実施年度において各教員が担当する授業科目についてすべて記入してください。なお、受講者がいないため不開講となった授業科目についても記入してください。

２．

３．

４．

５．

　 　　　　　 法曹以外の実務経験を有する場合には『その他』と記入してください。また、「年数」については、当該教員の実務の経験年数を職種ごとに記入してください。

 　    　     

６．

７．

　　　　　 　

　　　　　　

８．

９．

10．

11．

　            

12．

13．

14． 教員一覧の31行目から400行目は非表示になっています。必要に応じ、再表示して記入してください。再表示しても行が足りない場合は、行の挿入により追加してください（プルダウン等の設定にご留意ください）。

3

兼担教員（学内の他学部等の教員）

「自大学法科大学院担当授業科目」に係る単位数となります。

教員一覧の「担当授業科目」の「自大学他専攻等担当授業科目」の「課程」については、学部の場合には『（B）』、修士課程・博士前期課程の場合には『（M）』、博士後期課程の場合には『（D）』、専門職学位課程の場合には『（P）』を記入してください。

修士課程の専任教員を法科大学院の専任教員と扱う場合は、専・他と分類してください。

教員一覧の「年間総単位数」については、「自大学法科大学院担当授業科目」、「自大学他専攻等担当授業科目」、「他大学等担当授業科目」の合計を記入してください。

教員一覧については、教員分類ごとに、教授、准教授、講師、助教の順に記入してください。なお、「分類」については、本様式の教員分類別内訳の「略称」をリストから選択してください。

教員一覧の「担当授業科目」の「集・オ・共」については、集中講義の場合には『集』と、オムニバス授業の場合には『オ』と、共同授業の場合は『共』と記入してください。なお、複数に該当する場合には、該当するものをすべて記入してください。

教員一覧の「担当授業科目」の「大学等名」については、自大学他専攻等を担当する教員の場合には、研究科・専攻名又は学部・学科名等を、他大学等を担当する教員の場合には、大学・研究科・専攻名又は大学・学部・学科名等を記入してください。

教員分類別内訳の「分類」の「兼担教員（学内の他学部等の教員）」及び「兼任教員（他の大学等の教員等）」に該当する教員については、教員一覧にある「自大学他専攻等担当授業科目」及び「他大学等担当授業科目」の記入は必要ありません。この場合、「年間総単位数」については、

教員一覧の「所属」については、教員分類別内訳の「所属」をリストから選択してください。

教員一覧の「職名」については、教員分類別内訳の職種（教授、准教授、講師、助教）を記入してください。なお、研究科長、専攻長等に就いている場合には併せて記入してください。

教員一覧の「実務経験年数」及び「実務家教員の職種」については、教員分類別内訳の「分類」の「専任教員」に該当する実務家教員のみ記入してください。また、「実務家教員の職種」については、法曹としての実務の経験を有する場合には職種に応じて『裁判官』、『検察官』、『弁護士』と記入してください。

（例：裁判官の経験年数が７年１１ヶ月及び民間企業勤務の経験年数が６年１０ヶ月の教員の場合には、「実務家教員の職種」は『裁判官／その他』、「年数」は『７．１１／６．１０』となります。）

教員一覧の「担当授業科目」の「クラス数」については、１つの授業科目において、複数のクラスが開講されており、同一の教員が複数のクラスを担当している場合に、その担当クラス数を記入してください。なお、１クラスの場合も、『１』と記入してください。

２（単位）×２（クラス）×20（時間）÷30（時間）＝2.66・・・≒『2.7』、２（単位）×２（クラス）×10（時間）÷30（時間）＝1.32・・・≒『1.3』となります。）

教員一覧の「担当授業科目」及び「年間総単位数」に係る単位数の計算にあたり、複数教員による授業科目を担当する場合は、当該授業科目の単位数に対する担当する教員ごとの担当時間数の割合により記入してください。また、複数のクラスを担当している場合は、さらにクラス数を

乗じた単位数を記入してください。なお、単位数については、小数点第２位を四捨五入してください。（例：授業科目（２単位）の時間数が30時間で、当該授業科目を２人の教員で担当（担当する時間数は、それぞれ20時間と10時間）し、どちらも２クラスを担当する場合には、それぞれ、

分類

専任教員

0.0%

5

27.8%

0

兼務専任教員 1

4

性別

～34歳
64歳

内訳

年齢

65歳～

0

0

不回答・未調
査・その他

男性

計

％

35～

44歳

3

1

4

22.2%

女性

助教
計

うち、法曹としての実務の経験を有する者

専任教員

専属専任教員

研究者・専任教員

法科大学院実務家・専任教員 1

分類 所属 略称 教授 准教授 講師

実務家・みなし専任教員 2

兼務研究者・専任教員

専・他

55～

兼務実務家・専任教員

人数 

兼任教員（他の大学等の教員等）

合計



別紙様式１−２−１−２ 九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻

基準１－２　教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること

【分析の手順】

基準３－４　学位授与方針及び教育課程方針に則して、法科大学院にふさわしい授業形態及び授業方法が採用されていること

【分析の手順】

【分析の手順】

【分析の手順】

開設授業科目一覧（別紙様式１－２－１－２） 学期区分　：

LSの学生 LS外の学生 教員名 分類
○ 基礎憲法Ⅰ 1 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 赤坂 幸一 研・専 1

○ 基礎憲法Ⅱ 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 17 赤坂 幸一 研・専 3

○ 基礎行政法 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 大脇 成昭 研・専 9

○ 応用憲法Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 47 高橋 雅人 専・他 5

○ 応用憲法Ⅱ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 50 南野 森 兼担 7

○ 応用行政法Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 51 大脇 成昭 研・専 12

○ 応用行政法Ⅱ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 50 大脇 成昭 研・専 15

○ 公法総合演習 3 前期 22.5 2 必修 毎年 演習 30

赤坂 幸一
大脇 成昭
鈴木　崇弘
◎高橋 雅人
田中 孝男
南野 森

研・専
研・専
兼担

専・他
兼担
兼担

78

○ 基礎民法Ⅰ 1 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 19 七戸 克彦 研・専 18

○ 基礎民法Ⅱ 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 七戸 克彦 研・専 20

○ 基礎民法Ⅲ 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 小池 泰 研・専 23

○ 基礎民法Ⅳ 1 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 19 小池 泰 研・専 26

○ 家族法 1 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 19 小池 泰 研・専 29

○ 基礎商法Ⅰ 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 荒 達也 研・専 40

○ 基礎商法Ⅱ 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 荒 達也 研・専 43

○ 基礎民事訴訟法Ⅰ 1 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 19 上田 竹志 研・専 50

○ 基礎民事訴訟法Ⅱ 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 上田 竹志 研・専 53

○ 応用民法Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 52 田中 教雄 兼担 32

○ 応用民法Ⅱ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 50 香山 高広 兼担 35

○ 応用民法Ⅲ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 51 小池 泰 研・専 38

○ 応用商法Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 51 笠原 武朗 専・他 46

○ 応用商法Ⅱ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 50 笠原 武朗 専・他 48

○ 応用民事訴訟法 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 50 堀野 出 研・専 56

○ 民事法総合演習 3 前期 22.5 2 必修 毎年 演習 29
◎七戸 克彦
堀野 出
荒 達也

研・専
研・専
研・専

80

○ 基礎刑法Ⅰ 1 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 19 井上 宜裕 専任 59

○ 基礎刑法Ⅱ 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 井上 宜裕 専任 62

○ 基礎刑事訴訟法Ⅰ 1 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 20 豊﨑 七絵 兼担 71

○ 基礎刑事訴訟法Ⅱ 1 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 18 豊﨑 七絵 兼担 73

○ 応用刑法Ⅰ 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 50 野澤 充 専任 65

○ 応用刑法Ⅱ 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義 47 野澤 充 専任 68

○ 応用刑事訴訟法 2 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 51 田淵 浩二 専任 75

○ 刑事法総合演習 3 前期 22.5 2 必修 毎年 演習 29
◎田淵 浩二
冨川 雅満

専任
兼担

86

○ 法曹倫理 3 前期 22.5 2 必修 毎年 講義 29
◎柴田 啓介
安武 雄一郎
鏑木 伸生

実・み
兼任
兼任

2 97

○ 民事裁判実務 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義
①24
②26

柴田 啓介 実・み 2 91
授業内容に照らして徹底した少人数教育を施す必要が
あることから、２クラスで開講している。

○ 刑事訴訟実務 2 後期 22.5 2 必修 毎年 講義
①25
②25

鏑木 伸生
◎志田 健太郎

兼任
兼任

2 94
授業内容に照らして徹底した少人数教育を施す必要が
あることから、２クラスで開講している。

開講方法

16

科　　　目
授業方法
（形態）

受講学生数
時間数 単位数連携開設科目

基礎科目

応用科目

法
律
基
本
科
目

公法系科目
（憲法・行政法）

基礎科目

16

応用科目

民事系科目
（民法・商法・民事訴訟法）

刑事系科目
（刑法・刑事訴訟法）

法曹倫理

民事訴訟実務の基礎

刑事訴訟実務の基礎

分析項目１－２－１　大学院設置基準等各設置基準及び告示に照らして、必要な人数の専任教員並びに兼担及び兼任教員を配置していること

・授業の内容及び方法等が、大学設置基準等各設置基準の規定を満たしており、それらが学生に対して明示されていることを確認する。

分析項目３－４－５　各授業科目における授業時間の設定が、単位数との関係において法令に則したものとなっていること

・授業時間の設定が、授業の方法（講義、演習、実習）に応じて、単位数との関係において法令に則したものとなっていることを確認する。

担当教員 開設単位数
合　　　　計

主要授業科目
シラバス等
のページ

分析項目３－４－１　授業科目の区分、内容及び到達目標に応じて、適切な授業形態、授業方法が採用され、授業の方法及び内容が学生に対して明示されていること

・少人数による双方向的又は多方向的な密度の高い授業方法を基本としつつ、例えば法律基本科目の基礎科目においては、基礎的な学識を涵養するために適切な方法で授業が実施されていることを確認する。

授業科目名
配当
年次

学期 備考

セメスター制を採用

必修・選択
等

・教育上主要と認める授業科目の定義を確認し、該当する授業科目への専任の教授又は准教授の配置状況（該当する授業科目数、そのうち専任の教授又は准教授が担当する科目数、専任の講師が担当する科目数）を確認する。
※教育上主要と認める授業科目への専任の教授・准教授の担当に関しては、実際に授業を担当しない場合でも、専任の教授又は准教授が授業の内容、実施、成績に関して責任を持っている場合は、その授業科目を分析項目の状況に準ずるものとして分析することが可能

分析項目３－４－４　同時に授業を行う学生数は少人数が基本とされ、特に法律基本科目については原則として50人以下となっていること

・法律基本科目において同時に授業を行う学生数が50人を超える授業科目がある場合は、教育上の必要性と十分な教育効果が上げられるものとなっていることを確認する。

基礎科目

32

応用科目



別紙様式１−２−１−２ 九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻

○
模擬裁判

（民事/刑事各1クラス）
3 前期 22.5 2 必修 毎年 演習

①民事15
②刑事14

①◎染谷 翼
柴田　啓介
堀野 出

②◎安武 雄一郎
鏑木 伸生

実・み
実・み
研・専
兼任
兼任

2 101
授業内容に照らして徹底した少人数教育を施す必要が
あることから、２クラス（民事・刑事各１クラス）で
開講している。

ロイヤリング・法交渉 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 演習 22 宇加治 恭子 兼任 2 114

リーガル・クリニック 2・3 前期集中 60 2 選択必修 毎年 実習 6 松井 仁 実・専 2 120

エクスターンシップⅠ 2 前期・後期集中 45 1 選択必修 毎年 実習 21 松井 仁 実・専 1 122

9月11日～15日に釜山大学で行われたサマースクールに
法科大学院の学生４名が参加。このうち２名を、「エ
クスターンシップⅠ」として認定し、２名を、「エク
スターンシップⅡ」として認定した。
なお、法科大学院では、最初に履修した単位をエクス
ターンシップⅠ、二度目に履修した単位をエクスター
ンシップⅡとすることとしている。

エクスターンシップⅡ 2 前期・後期集中 45 1 選択必修 毎年 実習 13 松井 仁 実・専 1 126

9月11日～15日に釜山大学で行われたサマースクールに
法科大学院の学生４名が参加。このうち２名を、「エ
クスターンシップⅡ」として認定。３名については、
履修登録期間後に学生から履修の希望があったが、教
務委員会、運営委員会において検討の結果、これを認
めた。

公法訴訟実務 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 5

◎田中 孝男
武藤 糾明
石渡 一史

矢口 耕太郎
富永 剛

高木 佳世子

兼担
兼任
兼任
兼任
兼任
兼任

2 130

（備考欄参照）

法情報調査については、新入生ガイダンスにおいて、
教育情報システムの利用についてガイダンスを行い、
その中で、九州大学法科大学院で利用可能な法情報検
索ツールの概要を説明し、あわせて法情報調査のレク
チャーを実施して、法情報の調査・分析の技法を指導
（法情報調査に関する録画視聴とフィードバックも含
む）することとしている 。※令和２年度以降、新型コ
ロナウイルスの感染拡大の状況を考慮し、新入生全員
に法情報調査の講義録画を視聴させ、そのフィード
バックを行った。

（備考欄参照）

法文書作成については、３年次必修の実務総合演習
Ⅰ・同Ⅱ（３年次必修・各１単位）において、添削を
含む指導により、法文書作成の基本的技能の修得を
図っている。

要件事実論 2 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 27 染谷 翼 実・み 2 111

○ 実務総合演習Ⅰ 3 前期 12 1 必修 毎年 演習
①14
②15

◎染谷 翼
安武 雄一郎
鏑木 伸生

実・み
兼任
兼任

1 105
授業内容に照らして徹底した少人数教育を施す必要が
あることから、２クラスで開講している。

○ 実務総合演習Ⅱ 3 後期 12 1 必修 毎年 演習
①19
②10

◎染谷 翼
安武 雄一郎
鏑木 伸生

実・み
兼任
兼任

1 108
授業内容に照らして徹底した少人数教育を施す必要が
あることから、２クラスで開講している。

歴史と法 1・2・3 前期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 25 川島　翔 兼担 134

紛争解決の心理学 1・2・3 前期集中 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 37 縄田 健悟 兼任 136

外国法 1・2・3 前期集中 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 7 藤川 直樹 兼任 138

法と政治 1・2・3 後期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 8 中島 琢磨 兼担 141

行政学 1・2・3 後期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ― ― 144

現代法哲学 1・2・3 後期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 18 酒匂 一郎 兼任 147

法社会学 1・2・3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ― ― 149

外国語文献講読Ⅰ独 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年(不開講) 演習 冨川 雅満 兼担 153 履修希望者がいなかったため

外国語文献講読Ⅱ英 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 演習 5 松井 仁 実・専 155

倒産法 2 前期集中 22.5 2 選択必修 毎年 講義 6 水元 宏典 兼任 157

倒産法実務 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年(不開講) 講義
◎染谷　翼
中川 佳宣

実・み
兼任

160 履修希望者がいなかったため

倒産法特別講義 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 5 浅野 雄太 兼担 163

税財政と法 2 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 3 田中 晶国 兼任 166

租税紛争処理 2 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 2 2 田中 晶国 兼任 169

金沢大学大学院法学研究科法務専攻，九州大学大学院
法務学府実務法学専攻，千葉大学大学院専門法務研究
科および筑波大学大学院人文社会ビジネス科学学術院
法曹専攻間連携に関する単位互換協定」に基づき開講
される連携科目

経済法 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 18 平山 賢太郎 兼任 172

経済法実務 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 18 8 平山 賢太郎 兼任 175

金沢大学大学院法学研究科法務専攻，九州大学大学院
法務学府実務法学専攻，千葉大学大学院専門法務研究
科および筑波大学大学院人文社会ビジネス科学学術院
法曹専攻間連携に関する単位互換協定」に基づき開講
される連携科目

知的財産と法 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 3 1 寺本 振透 専・他 178

知的財産紛争処理 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 2 1 寺本 振透 専・他 181

知的財産の実務 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年（不開講） 講義 0 25 寺本 振透 専・他 184
九州大学法学府修士課程国際コース(LL.M.)との共同開
講科目
履修希望者(LSの学生）はいなかった

労働と法 2 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 16 山下 昇 研・専 187

労働紛争処理 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 13 山下 昇 研・専 191

労働法実務 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 10 新屋敷 恵美子 兼担 194

18
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法文書作成

法情報調査

公法系訴訟実務の基礎

模擬裁判

ローヤリング

クリニック

エクスターンシップ

　基礎法学・隣接科目

労働法

知的財産法

倒産法

租税法

経済法



別紙様式１−２−１−２ 九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻

環境法 2・3 前期集中 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ― ― 197

国際法 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 西嶋 美智子 兼任 200 履修希望者がいなかったため

国際私法Ⅰ 2 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 6 八並 廉 兼担 202

国際私法Ⅱ 2 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 6 多田 望 兼任 204

社会保障法 2・3 前期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 3 丸谷 浩介 兼担 210

民事執行法・民事保全法 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 22 堀野 出 研・専 212

消費者法 2・3 前期集中 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ― ― 215

少年法 2・3 後期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ― ― 220

刑事処遇論 2・3 後期 22.5 2 選択必修 隔年○ 講義 5 武内 謙治 兼担 223

医療と法 2・3 前期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ― ― 227

精神医療と法 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 13
◎野林 信行
田瀬 憲夫
水野　遼

兼任
兼任
兼任

230

マンション法 2・3 後期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ― ― 236

契約実務 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 19 1 松井 仁 実・専 239
「LS外の学生」は、「実務家を対象とした九州大学法
科大学院弁護士等リカレント・プログラム」により受
け入れた聴講生

企業法務の基礎 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 0 15
◎寺本 振透
川﨑 邦宏

専・他
兼担

241

企業法務 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 9

◎田中 晶国
平山 賢太郎
永原 豪

吉浦 初音
林 和宏

兼任
兼任
兼任
兼任
兼任

243

ジェンダーと法 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 21 柏熊 志薫 兼任 247

高齢者・障害者問題 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 19 永田 一志 兼任 251

紛争管理と調停技法Ⅰ 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義、演習 5 1 入江 秀晃 専・他 255

紛争管理と調停技法Ⅱ 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義、演習 5 1 入江 秀晃 専・他 258

インターネットと法 2・3 後期 22.5 2 選択必修 隔年× 講義 ― ― 261

国際弁護士実務 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 5 松井 仁 実・専 263

自治体法務 2・3 後期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 3 田中 孝男 兼担 266

ビジネス法実務 2・3 前期 22.5 2 選択必修 毎年 講義 0 8
◎寺本 振透
川﨑 邦宏

専・他
兼担

269

九州大学法学府修士課程国際コース（LL.M.）および九
州大学ビジネス・スクール（QBS）との共同開講科目。
なお、「LS外の学生」については、1名休学者がいたた
め、「9」を「8」とした。

（注）

国際関係法（公法系）

　　（例：同一授業科目が２クラス開講されており、それぞれ５０人（うち、ＬＳ外の学生は２人）と４０人（うち、ＬＳ外の学生は０人）の場合には、「ＬＳの学生」には『①４８、②４０』と記入し、「ＬＳ外の学生」には『①２、②０』と記入してください。）

５．「授業科目名」については、開設している授業科目を、４つの科目（法律基本科目、法律実務基礎科目、基礎法学・隣接科目、展開・先端科目）に区分整理して記入してください。ただし、４つの科目に区分することができない授業科目については、新たに科目分野を設けて記入してください。

　　法律基本科目の中で、公法系・民事系・刑事系の３つの系に区分することができない授業科目については、これら３つの系の下に枠を設けて追記してください。

６．「配当年次」については、配当年次が複数ある場合は、該当する配当年次をすべて記入してください（例：２、３年次配当の場合は、『２・３』と記入してください。）。

７．「学期」については、『前期』、『後期』等の区分を記入してください。また、集中講義を行っている場合には、『前期集中』、『後期集中』、『夏季集中』等の区分を記入してください。

国際関係法（私法系）

２．「学期区分」については、採用している学期の種類（セメスター制、トリメスター制等）を記入してください。

１．評価実施年度の５月１日現在で、当該年度開設授業科目（当該年度入学者適用）を記入してください。なお、評価実施年度に開講されていない授業科目（不開講、隔年開講等）についても記入してください。不開講の授業科目については、その理由を　「備考」に簡潔に（例：教員未定のため、

　　カリキュラム改編による当該配当年次未開講など）記入してください。

　　該当する授業科目の単位数の合計を記入してください（R列には数式を設定しております。列の挿入等により、参照範囲がずれた場合には修正してください。直接数値を記入していただいてもかまいません）。

16．「シラバス等のページ」については、シラバス等の授業計画を記載した冊子中の該当ページを記入してください。

15．「開設単位数合計」については、法律基本科目の公法系・民事系・刑事系の各系、法律実務基礎科目の法曹倫理、民事訴訟実務の基礎、刑事訴訟実務の基礎の各科目、基礎法学・隣接科目及び展開・先端科目の各科目区分がそれぞれ一つの枠になっていますので、それぞれに

９．「単位数」については、規則等により定められた当該授業科目の単位数を記入してください。１つの授業科目が複数クラス開講されている場合には、重複して加算しないでください。

10．「必修・選択等」については、『必修』、『選択』、『選択必修』等の区分を記入してください。

11．「開講方法」については、『毎年』、『隔年』の区分で記入してください。なお、隔年開講については、今年度開講していれば『隔年○』、開講していなければ『隔年×』と記入してください。また、毎年開講するが、評価実施年度は不開講の授業科目については、『毎年（不開講）』と記入してください。

　　さらに、その理由を「１」のとおり、「備考」に記入してください。

12．「授業方法（形態）」については、『講義』、『演習』、『実習』等各授業科目の実施形態を記入し、これらを組み合わせている場合には該当する形態をすべて記入してください。

13．「受講学生数」については、「ＬＳの学生」には当該法科大学院の学生の人数を、「ＬＳ外の学生」には当該法科大学院の学生以外の人数をそれぞれ記入してください。また、同一授業科目を複数クラス開講している場合には、それぞれ記入してください。

３．「主要授業科目」については、大学設置基準第10条に規定する教育上主要と認める授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

４．「連携開設科目」については、専門職大学院設置基準第６条の３に規定する他の大学院と連携して開設する授業科目に該当する授業科目に『○』を記入してください。

　　各クラスの担当教員についてそれぞれ記入してください。（例：①◎A教員、B教員②◎A教員、C教員）なお、「分類」については、別紙様式１－２－１－１の教員分類別内訳 の「分類」の「略称」により、記入してください。

８．「時間数」については、当該開設授業科目における総時間数（例：９０分授業が１５週行われる場合には、２２．５時間となります。）を記入してください。ただし、試験時間については、含まないものとします。

14．「担当教員」の「教員名」については、１つの授業科目を複数教員が担当している場合には、担当教員全員を記入し、当該授業科目の内容、実施及び成績評価について責任を持つ教員には、氏名の前に『◎』を付してください。また、１つの授業科目が複数クラス開講されている場合は、

　　なお、後期や集中講義時に開講のため、５月１日現在で人数が未定の場合は空欄のままとしてください。

環境法
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別紙様式１－２－２ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 

 

分析項目１－２－２ 法科大学院の運営に関する重要事項を審議する会議（以下「教授会等」という。）及び専任の長が置かれ、必要な活動を行っているこ

と 

※「法科大学院の運営に関する重要事項」とは、法科大学院の教育課程、教育方法、成績評価、修了認定、入学者選抜及び教員の人事等に関する重要事項をいう。 

 

【分析の手順】  

・教授会等について、構成、所掌事項等を確認する。 

・教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績を確認する。 

 

教授会等の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式１－２－２） 

会議等名称 規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

法科大学院教授会 原則として毎月１回 13回 

法科大学院運営委員会 原則として毎月１回 14回 

   

   

   

   

 

 



別紙様式１－２－５ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

基準１－２ 教育活動等を展開する上で必要な教員等が適切に配置されているとともに、必要な運営体制が適切に整備されていること 
 

分析項目１－２－５ 管理運営に従事する教職員の能力の質の向上に寄与するため、スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）を実施していること 

※「スタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）」とは、教育研究活動等の適切かつ効果的な運営を図るため、教職員に必要な知識及び技能を習得させ、並びにその能力及び資質を向上さ

せるための研修の機会を設けるとともに、その他必要な取組を行うことをいう。 

 

【分析の手順】  

・ＳＤの実施内容・方法及び実施状況（参加状況を含む。）を確認する。 

 

ＳＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式１－２－５） 

研修会等の名称 主催 実施内容・方法 （年・月） 対象者 
法科大学院からの 

参加者数 

令和 3年度 危機管理 e-learning研修 危機管理室 e-learning 

（R3.12.14～R4.1.20） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

       18人 

令和 3年度 情報セキュリティ教育 情報統括本部九大

CSIRT 

e-learning 

（R4.1.24～R4.3.25） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

       18人 

障害を理由とする差別の解消の推進に

関する研修 

人事部人事企画課 e-learning 

（毎年度未修了者のみ受講） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

       17人 

九州大学個人情報保護研修 情報公開事務室 e-learning 

（R4.4.21～R4.6.30） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

       15人 



別紙様式１－２－５ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

新型コロナウィルスの感染拡大防止に

向けた e-learning 

総務部環境安全管理

課 

e-learning 

（R4.5.11～R4.5.29） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

       14人 

敷地内全面禁煙に係る Eラーニング 総務部環境安全管理

課 

e-learning 

（R4.6.30～R5.3.17） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

        9人 

安全保障管理研修（e-ラーニング） 法務統括室 e-learning 

（R4.7.7～R5.3.24） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

        8人 

国際契約研修（e-ラーニング） 法務統括室 e-learning 

（R4.7.7～R5.3.24） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

        8人 

ハラスメント防止・対策 e-learning研

修 

人事部人事企画課 e-learning 

（R4.8.24～R5.3.31） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

       15人 

研究費の運営・管理に係るコンプライ

アンス教育（2022 年改訂版） 

財務部財務企画課 e-learning 

（R4.11.24～R5.3.31） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

       16人 

令和 4 年度 九州大学営業秘密管理 e-

learning研修 

学術研究・産学官連携

本部 

e-learning 

（R4.12.15～R5.2.28） 

■役員 

■教員 

■事務職員 

       18人 

 



別紙様式１−３−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 
基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 
 

分析項目１－３－１ 法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法科大学院の目的、方針その他法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公

表していることを確認する。 

 

法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－１） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URL ではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 No を記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

 《学校教育法 第 109 条》 

１ 第１項 

 

 

大学は、その教育研究水準の向上に資するため、文部科学大臣の定

めるところにより、当該大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施

設及び設備（次項及び第五項において「教育研究等」という。）の状況

について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/self/ 

 

 

 《学校教育法施行規則 第 158 条》 

２  

 

 

学校教育法第百二条第二項の規定により学生を入学させる大学は、

同項の入学に関する制度の運用の状況について、同法第百九条第一項

に規定する点検及び評価を行い、その結果を公表しなければならな

い。 

※該当する場合のみ記載 

 

 

 《学校教育法施行規則 第 172 条の２》 

３ 第１項 大学は、次に掲げる教育研究活動等の状況についての情報を公表する

ものとする。 

 



別紙様式１−３−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 
No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

４  一 大学の教育研究上の目的及び第百六十五条の二第一項の規定によ

り定める方針に関すること 
教育目的 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/outline3.php 

アドミッション・ポリシー 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/outline5.php 

カリキュラム・ポリシー 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/outline6.php 

ディプロマ・ポリシー 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/outline7.php 
５  二 教育研究上の基本組織に関すること https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/about.php 

６  三 教育研究実施組織、教員の数並びに各教員が有する学位及び業績に

関すること 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/staff/ 

７  四 入学者の数、収容定員及び在学する学生の数、卒業又は修了した者

の数並びに進学者数及び就職者数その他進学及び就職等の状況に関

すること 

入学者の数 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/admission/admission.php 

学生定員、在籍者数 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/about.php 

修了者の進路及び活動状況 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/graduate/ 

８  五 授業科目、授業の方法及び内容並びに年間の授業の計画（大学設置

基準第十九条の二第一項（大学院設置基準第十五条において読み替え

て準用する場合を含む。）、専門職大学設置基準第十一条第一項、専門

職大学院設置基準第六条の三第一項、短期大学設置基準第五条の二第

一項及び専門職短期大学設置基準第八条第一項の規定により当該大

学が自ら開設したものとみなす授業科目（次号において「連携開設科

目」という。）に係るものを含む。）に関すること 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/curriculum/syllabus.php 



別紙様式１−３−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 
No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

９  六 学修の成果に係る評価（連携開設科目に係るものを含む。）及び卒

業又は修了の認定に当たっての基準に関すること 

※No17～18 に記載 

10  七 校地、校舎等の施設及び設備その他の学生の教育研究環境に関する

こと 

施設・設備 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/outline9.php 

法科大学院パンフレット 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/outline8.php 

11  八 授業料、入学料その他の大学が徴収する費用に関すること ※No26 に記載 

12  九 大学が行う学生の修学、進路選択及び心身の健康等に係る支援に関

すること 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/study_support/ 

13 第２項 専門職大学等及び専門職大学院を置く大学は、前項各号に掲げる事項

のほか、学校教育法第八十三条の二第二項、第九十九条第三項及び第百

八条第五項の規定による専門性が求められる職業に就いている者、当該

職業に関連する事業を行う者その他の関係者との協力の状況について

の情報を公表するものとする。 

教員組織 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/staff/ 

附属リーガル・クリニック・センター 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/clinic/ 

14 第４項 大学は、前各項に規定する事項のほか、教育上の目的に応じ学生が修

得すべき知識及び能力に関する情報を積極的に公表するよう努めるも

のとする。 

 

※No16 に記載 

 《法科大学院の教育と司法試験等との連携に関する法律第５条》 

15  法科大学院を設置する大学は、当該法科大学院における教育の充実及

び将来の法曹としての適性を有する多様な入学者の確保に資するため、

次に掲げる事項を公表するものとする。 

 

16  一 当該法科大学院の教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求

められる学識及び能力 
https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/outline5.php 

17  二 当該法科大学院における成績評価の基準及び実施状況 成績評価の基準 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/curriculum/#2 



別紙様式１−３−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 
No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

実施状況 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/seisekihyoka.pdf 

18  三 当該法科大学院における修了の認定の基準及び実施状況 修了要件 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/curriculum/#3 

修了要件と履修方法（学生便覧９頁～）  

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/23binran.pdf 

標準修了年限修了率 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/shinkyu.pdf 

19  四 当該法科大学院における司法試験法（昭和二十四年法律第百四十

号）第四条第二項第一号の規定による認定の基準及び実施状況 

認定の基準 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/sochonintei.pdf 

実施状況 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/sochonintei-2.pdf 

20  五 当該法科大学院の課程を修了した者の進路に関する状況 https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/graduate/ 

21  六 その他文部科学省令で定める事項 ※No23～29 に記載 

 《専門職大学院設置基準 第 20 条の７》 

22  連携法第五条第六号の文部科学省令で定める事項は、次に掲げるもの

とする。 

 

23 
 

一 入学者選抜における志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実

施状況に関すること 
https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/admission/admission.php 
24  二 当該法科大学院に入学した者のうち標準修業年限以内で修了した

者の占める割合及び年度当初に当該法科大学院に在籍した者のうち

標準修業年限内修了率 

https://www.law.kyushu-



別紙様式１−３−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 
No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

当該年度途中に退学した者の占める割合 u.ac.jp/lawschool/images/shinkyu.pdf 

退学率 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/shinkyu.pdf 

25  三 当該法科大学院が開設する授業科目のうち基礎科目若しくは応用

科目又は選択科目として開設するものの名称 
授業科目の展開 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/tenkai.pdf 
26  四 授業料、入学料その他の当該法科大学院が徴収する費用及び修学に

係る経済的負担の軽減を図るための措置に関すること 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/admission/ 

27  五 当該法科大学院に入学した者のうち連携法第十条第一号又は第二

号に該当していた者それぞれの占める割合及びこれらの号に該当し

ていた者（当該法科大学院の課程を修了した者又は同課程に在学する

者に限る。）であって、司法試験法（昭和二十四年法律第百四十号）

第一条第一項に規定する司法試験（以下単に「司法試験」という。）

を受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/images/1-3-1-

26.pdf 

28  六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定（次条

第二項において「認定法曹養成連携協定」という。）の目的となる法

科大学院（以下「認定連携法科大学院」という。）にあっては、当該

認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認定連携法科大学院に

おける教育との円滑な接続を図るための大学の課程（以下「認定連携

法曹基礎課程」という。）を修了して当該認定連携法科大学院に入学

した者の占める割合及び当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該

認定連携法科大学院に入学した者（当該認定連携法科大学院の課程を

修了した者又は同課程に在学する者に限る。）であって、司法試験を

受けたもののうち当該試験に合格したものの占める割合 

※該当する場合は、別紙様式１－３－２に記載（当様式には記載

不要） 



別紙様式１−３−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

29  七 当該法科大学院の課程に在学する者であって、司法試験法第四条第

二項の規定により司法試験を受けたものの数及びこれらのもののう

ち当該試験に合格したものの占める割合 

※令和５年度においては、公表対象外 



別紙様式１−３−２ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

基準１－３ 法科大学院の教育研究活動等に関する情報の公表が適切であること 
 

分析項目１－３－２ 法曹養成連携協定を締結している場合は、法曹養成連携協定に関連して法令により公表が求められている事項を公表していること 

 

【分析の手順】 

・法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報を、社会に対し、刊行物の配布、ウェブサイトへの掲載等の方法により広く公表

していることを確認する。 

 

法曹養成連携協定に関連して法令が定める教育研究活動等についての情報の公表状況一覧（別紙様式１－３－２） 

※ 公表状況について、ウェブサイトで公表している場合は、その情報が掲載されているウェブページが直接閲覧できる URL を記載してください。ウェブ

サイト以外で公表している場合は、URL ではなく具体的な公表方法を記載してください。 

※ 他の法令等の箇所において記載してもらう場合には、「公表状況」欄において該当 No を記載しています。 

 

No 公表が求められている事項（法令の条文等抜粋） 公表状況（刊行物、ウェブサイト（URL 等）） 

 《専門職大学院設置基準 第 20 条の７》 

１ 第１項 

 

 

六 連携法第六条第一項の認定を受けた同項の法曹養成連携協定

（次条第二項において「認定法曹養成連携協定」という。）の目

的となる法科大学院（以下「認定連携法科大学院」という。）に

あっては、当該認定連携法科大学院に入学した者のうち当該認

定連携法科大学院における教育との円滑な接続を図るための大

学の課程（以下「認定連携法曹基礎課程」という。）を修了して

当該認定連携法科大学院に入学した者の占める割合及び当該認

定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に入学

した者（当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課

程に在学する者に限る。）であって、司法試験を受けたもののう

ち当該試験に合格したものの占める割合 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/images/nyugaku.pdf 

 

 

 

 

 

 

「当該認定連携法曹基礎課程を修了して当該認定連携法科大学院に

入学した者（当該認定連携法科大学院の課程を修了した者又は同課程

に在学する者に限る。）であって、司法試験を受けたもののうち当該

試験に合格したものの占める割合」については、該当なし 



別紙様式１−３−２ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 《法曹養成連携協定に関する運用ガイドライン ６ その他法科大学院に求められる事項（１）法科大学院の教育課程等の公表》 

２  ① 教育課程並びに当該教育課程を履修する上で求められる学識

及び能力 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/law/outline5.php 

３  ② 成績評価の基準及び実施状況 成績評価の基準 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/curriculum/#2 

実施状況 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/seisekihyoka.pdf 

４  ③ 修了認定の基準及び実施状況 修了認定の基準 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/curriculum/#3 

実施状況 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/images/shinkyu.pdf 

５  ④ 司法試験法第４条第２項第１号の規定による認定の基準及び

実施状況 

認定の基準 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/images/sochonintei.pdf  

実施状況 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/images/sochonintei-

2.pdf 

６  ⑤ 修了者の進路に関する状況  https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/graduate/ 

７  ⑥ 志願者及び受験者の数その他入学者選抜の実施状況に関する

こと 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/admission/admission.php  

８  ⑦ 標準修業年限修了率及び中退率 https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/images/shinkyu.pdf 

９  ⑧ 法律基本科目のうちの基礎科目及び応用科目並びに各選択科

目にそれぞれ該当する、法科大学院で開設される科目 

授業科目の展開 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/images/tenkai.pdf 

10  ⑨ 授業料等、法科大学院が徴収する費用や修学に係る経済的負担

の軽減を図るための措置 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/admission/ 



別紙様式１−３−２ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 

11  ⑩ 社会人・法学未修者の入学者の割合とそれらの司法試験合格率 https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/images/1-3-1-26.pdf 

12  ⑪ 文部科学大臣が認定した法曹養成連携協定の目的となる連携

法科大学院（以下「認定連携法科大学院」という。）に入学した者

のうち、当該協定の目的となる法曹コース（以下「認定法曹コー

ス」という。）からの入学者の割合とその司法試験合格率 

※令和５年度においては、法曹コースからの入学者の割合のみ公表対

象 

https://www.law.kyushu-u.ac.jp/lawschool/images/nyugaku.pdf  

13  ⑫ 在学中受験資格による司法試験の受験者数とその合格率 ※令和５年度においては、公表対象外（在学中受験は令和５年度から

実施されるため） 



別紙様式２－１－１ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－１ 法科大学院における教育活動等の質及び学生の学習成果の水準について、継続的に維持、改善及び向上を図るための体制を整備して

いること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に責任を持つ組織及び責任者の役職名（大学における最終的な責任者が学長であることを前提として、法科大学院における教育活動

等の質保証に関して最終的な責任をもつ者）が定められていることを確認する。 

・教育課程、入学者の受入れ、施設及び設備、学生支援等について責任を持つ組織と、自己点検・評価の責任者との連携の状況（委員会等の組織の名称と体

制。複数の組織が共同して行う場合はすべてを記載）を確認する。 

 

責任体制等一覧（別紙様式２－１－１） 

確認すべき要素 法科大学院における状況 根拠規定 

自己点検・評価の実施に責任を持つ組織 評価委員会 評価委員会規程 １． 

自己点検・評価の実施にかかる責任者の役職名 評価委員長（運営委員会の評価担当主幹教員） 評価委員会規程 ３． 

教育課程、入学者の受入れ、施設設備、学習支援

等について責任を持つ組織と自己点検・評価の責

任者との連携状況 

 評価委員会は、運営委員会の評価担当主幹委員及び補佐委員、

教務担当主幹委員、ＦＤ担当主幹委員及び入学試験担当主幹委

員、施設・図書担当主幹委員、学修指導担当主幹委員から構成さ

れ、自己点検・評価及びその結果の活用による教育活動の改善に

中心的役割を果たす。他方、点検評価の実施にあたっては、運営

委員会（各種委員会の主幹委員・補佐委員は運営委員会委員を兼

務している）を介して、教務委員会、学修指導委員会、教育支援

委員会、入学試験実施委員会、施設管理委員会等の各種委員会と

評価委員会規程 ２．７． 



別紙様式２－１－１ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

連携し、教育活動等の質の維持、改善及び向上に取り組む体制を

整備している。また、改善に当たっては、法務学府長が主催する

運営委員会で審議したうえで（根拠資料 2-1-1-1 評価委員会規

程７）、教授会に諮り、周知している。 

 



別紙様式２－１－２ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

基準２－１（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価し、その結果に基づき教育活動等の質の維持、改善及び向上に継続的に

取り組むための体制が明確に規定されていること 
 

分析項目２－１－２ 教育課程連携協議会が設けられていること 

 

【分析の手順】  

・関係法令に則して教育課程連携協議会が設置されていることを確認する。 

 

教育課程連携協議会の規程上の開催頻度と前年度における開催実績一覧（別紙様式２－１－２） 

規程上の開催頻度 前年度における開催実績 

年に 1回 

 

 

令和５年２月 13日（月） 

 

 

 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

基準２－２（重点評価項目） 教育活動等の状況について自己点検・評価を行うための手順が明確に規定され、適切に実施されていること 
 

分析項目２－２－１ 自己点検・評価を実施するための評価項目が適切に設定されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価を実施するための評価項目が各法科大学院の実情に応じて適切に設定されていることを確認する。 

 

分析項目２－２－２ 自己点検・評価に当たっては、具体的かつ客観的な指標・数値を用いて教育の実施状況や教育の成果が分析されていること 

 

【分析の手順】  

・自己点検・評価の実施に当たり、司法試験合格率、共通到達度確認試験の成績、標準修業年限内修了率、留年率等の具体的かつ客観的な指標・数値を用い

て分析が行われていることを確認する。 

 

分析項目２－２－３ 自己点検・評価に当たっては、共通到達度確認試験の成績等も踏まえ、法学未修者に対する教育の実施状況及び教育の成果が分析さ

れていること 

 

【分析の手順】  

・共通到達度確認試験の成績等を踏まえて法学未修者の教育の実施状況について点検・評価を実施していることを確認する。 

 

 

基準２－４（重点評価項目） 教育活動等の状況についての自己点検・評価に基づき教育の改善・向上の取組が行われていること 
 

分析項目２－４－１ 教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、計画に基づいて取組がなさ

れ、実施された取組の効果が検証されていること 

 

【分析の手順】 

・教育活動等の状況についての自己点検・評価の結果を踏まえて決定された対応措置の実施計画について、実施状況及び成果を確認する。 

 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

自己点検・評価の実施状況が確認できる資料（過去５年分）（別紙様式２－２－１） 

１．「評価委員会規程」及び「法科大学院自己評価書の評価項目に関する申し合わせ」に基づき行う自己点検・評価の実施状況 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の 

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

評価委員会 2020 年

6 月 

教育内容 基礎法学・隣接科目及び展

開・先端科目に多彩な科目を

揃えている点については、定

員削減に伴う受講者数の減少

に伴い、今後、隔年開講化だ

けでなく、科目数の絞り込み

を含めた抜本的対応を検討す

る必要がある。他方、展開・

先端科目のうち、司法試験科

目となっているものについて

は、毎年開講できるよう、人

事を含めて対応していく必要

がある。 

基礎法学・隣接科目及び

展開・先端科目につい

て、受講者数の状況、学

外非常勤の担当状況等を

踏まえ、科目の見直しを

実施する。展開・先端科

目のうち、司法試験科目

となっているものについ

ては、法学研究院との協

力のもと、教員の人事を

含め検討する。 

展開・先端科目のうち、学外

非常勤講師が担当し、かつ受

講者数の少ない科目について

見直しを行った。司法試験科

目となっている科目について

は、引き続き人事を含めた検

討を行う。 

 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 

 2020 年

6 月 

教育方法 平成 28 年度より、学修支援ア

ドバイザーを実務総合演習に

関与させ、学生に対する個別

指導を充実させる試みを取り

入れたが、この人員を今後も

確保し、さらには拡充させ

て、個々の授業での行き届い

た個別指導をいっそう充実さ

せる必要がある。 

学修支援アドバイザーに

よる学修指導の実績と成

果を検証し、より行き届

いた個別指導を、個々の

授業において充実させる

こととした。具体的に

は、１年次生について

は、学生の授業理解度の

状況を教員間で共有し、

今後の個別指導につなげ

ることとし、２年次生に

令和４年度前期より、以下の

取組を実施している。 

１年次：学期途中と学期終了

時に、１年次法律基本科目を

担当する教員が、学生の授業

理解度の状況を確認し、その

情報を教員間で共有するとと

もに、学生担当（チュータ

ー）教員に配布して、個別指

導に役立てている。 

２年次：法律基本科目におい

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

対しては添削指導を新た

に実施することとした。 

て、学期中に１回程度個別添

削指導を実施している。 

 2020 年

6 月 

成績評価及び

修了認定 

平成 30 年度入試より、学部の

早期卒業者にも法学既修者コ

ースの受験資格を認めている

ところ、実際の入学者の成績

を追跡調査し、法学既修者の

認定の仕方についてよりきめ

細かな対応をすべきか検討し

ていく必要がある。 

学部を早期卒業し法学既

修者コースに入学した学

生の成績、司法試験合格

状況を継続して調査して

おり、平成 30 年度入学 2

名中 2名、令和元年度入

学 4名中 4名、令和 2年

度入学 4名中 3名が司法

試験に合格している。 

今後も引き続き、入学者の成

績及び司法試験合格状況を調

査し、法学既修者の認定の仕

方についてよりきめ細かな対

応が必要であるか検討する。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 

 2020 年

6 月 

教育内容等の

改善措置及び

教育課程の見

直し等 

本学の FD は月に１回に近いペ

ースで実施しているが、法曹

コースなどの新たな課題への

取組もあるものの、内容が定

例化する傾向にある。そこ

で、岡山大学との共同 FD にな

らい、たとえば定期試験問題

に関する教員間の情報共有や

教育課程連携協議会の意見な

ども取り入れる必要がある。 

FD 企画委員会を中心に、

FD のテーマ等について検

討を行い、随時新たな取

組みや課題を FD のテーマ

として取り上げ、教員全

体で教育内容等の改善に

取り組んでいる。 

左記の取組みを、今後も継続

して実施する。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 

 2020 年

6 月 

入学者選抜等 入学定員の充足は、本学が対 

応すべき重要な課題である。 

もっとも、これは全国的な法 

科大学院志望者の減少を背景 

としており、本学が所在する 

福岡県以外の九州各地での入 

試説明会の開催、ホームペー 

入学定員の充足を図るた

め、入試説明会をオンラ

インで開催するととも

に、説明会の資料及び動

画を公開している。 

また、法曹コースに関し

ては、九州大学法学部の

左記の取組みを、今後も継続

して実施する。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

ジによる情報の発信などの対 

応を今後も一層拡充していく 

必要がある。さらに、法曹コ 

ースの設置などを含めて、九 

州大学法学部をはじめとする 

各大学法学部との接続・連携 

も検討していく必要がある。 

ほか、熊本大学法学部、

西南学院大学法学部、鹿

児島大学法文学部との間

で法曹養成連携協定を結

び、連携校からの入学者

の確保を図っている 

 2020 年

6 月 

学生の支援体

制 

福岡市中央区六本松地区への

キャンパスへの移転に伴い、

法学研究院に所属する専任教

員（同市西区の伊都キャンパ

ス）と学生の対面コミュニケ

ーションが困難となった。 

 学修室は 100 名を超える学生

が長時間・共同で利用するも

ので、学生による一定の自治

的管理が求められる一方、学

生の負担にならないよう配慮

も必要である。 

法学研究院に所属する専

任教員と学生の対面コミ

ュニケーションについ

て、オフィス・アワーの

方法に工夫を試みてい

る。特に Zoom の活用によ

る遠隔での面談が可能と

なった点は改善点であ

り、今後も実状を踏まえ

て継続的に検討していく

予定である。 

学修室環境委員会（学生

が委員となっている）と

丁寧に意見交換をして対

応している。 

左記の取組みを、今後も継続

して実施する。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 

 2020 年

6 月 

教員組織 キャンパス移転に伴い、法科

大学院の対学生窓口は六本松

キャンパスの法科大学院事務

室に集中する一方、事務処理

自体は伊都キャンパスの学務

課専門職員でなされることが

伊都キャンパスでは、学

務課職員の協力を得なが

ら円滑に業務を遂行でき

ているが、六本松キャン

パスの法科大学院事務室

に業務が集中している状

法科大学院事務室と学務課専

門職員について、円滑に業務

を遂行できているか、引き続

き状況を見極め、不都合があ

れば（増員を含めて）適宜対

応する。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

多い。法科大学院事務室と学

務課専門職員について、円滑

に業務を遂行できているか、

十分に見極め、不都合があれ

ば（増員を含めて）適宜対応

していく必要がある。 

況である。 

 2020 年

6 月 

管理運営等 本法科大学院の六本松地区へ

の移転、そして、法学研究院

（法学部・法学府）の伊都キ

ャンパスへの移転に伴い、法

科大学院の事務体制が二つの

キャンパスに分かれた。これ

によって学生が不利益を受け

ることのないよう、また、教

育・管理運営・研究等に支障

が生じないようにする必要が

ある。 

学生に対するアンケート

調査、学外非常勤を含む

全ての教員を対象とした

教員アンケート、事務と

の意見交換等により、学

生、教員、事務の意見を

丁寧に拾い上げるなど努

めている。 

左記の取組みを、今後も継続

して実施する。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 

 2020 年

6 月 

施設、設備及

び図書館等 

法科大学院の六本松キャンパ

スへの移転、そして九州大学

の伊都キャンパスへの移転に

伴い、全学の施設との連携が

課題となっている。 

図書については、法科大

学院図書室を受け口とし

て九州大学各図書館及び

他大学図書館から図書・

資料を取り寄せることが

できる点で問題はない

が、健康相談室やハラス

メント等の相談窓口への

アクセスが困難なため、

チューター・実務家助教

等を介した全学の窓口と

左記の取組みを、今後も継続

して実施する。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

の連携体制の構築に取り

組んでいる。 

 

２．国立大学法人評価 4年目終了時に行った自己点検・評価 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の 

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

国立大学教

育研究評価

委員会 

2020 年

11 月 

教育成果の状

況 

法学未修者コースの「標準修

業年限内修了率」が低い

（2016 年度～2018 年度） 

法学未修者コースには、

法学部以外の学部の卒業

生や社会人が一定数入学

する。これらの法学未修

者が法科大学院のカリキ

ュラムを無理なく学修で

きるよう、早期に法学の

勉強方法を確立させる必

要がある。 

 

入学前の合格者ガイダンスや

事前学修指示により、法学的

思考に早期に親しませる一

方、入学直後に学修相談を実

施して学修計画の策定を支援

し、早期に法学の勉強方法を

確立させる方策を講じてい

る。さらに、学生 5～10 名に

チューター教員を配置し、学

生の修学上の相談等にきめ細

かに対応する体制も整備して

いる。また、個別学修指導を

実施し、その結果については

FD で取り上げて、学生の修

学上の問題点等については教

員全体で状況認識を共有し、

改善策を検討するようにして

いる。 

以上の取組により、2019 年

度、2020 年度の未修者の標

準修了年限内修了率は改善し

ている。 

☐ 検討中 

 対応中 

☐ 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

 

 

 

３．国立大学法人評価第 3期中期目標期間現況調査表に対するコメント等事項への対応 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の 

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

独立行政法

人大学改革

支援・学位

授与機構 

2021 年

11 月 

教育課程方針 公表された教育課程方針

「『「卒業認定・学位授与の方

針」、「教育課程編成・実施の

方針」及び「入学者受入れの

方針」の策定及び運用に関す

るガイドライン』等に示され

ている内容が十分に明文化さ

れていない。」 

令和２年に提出した教育

課程方針は、「卒業認定・

学位授与の方針」、「教育

課程編成・実施の方針」

及び「入学者受入れの方

針」の策定及び運用に関

するガイドラインに準拠

したものであり、令和２

年６月開催の教育企画委

員会において決定したも

のである。 

令和３年の認証評価において

も同様の資料を提出し特段の

指摘を受けていないことか

ら、今後、本件への対応状況

について対応を求められた場

合、再度、同資料を提出し、

改善すべき点等を指摘いただ

くものとする。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 

独立行政法

人大学改革

支援・学位

授与機構 

2021 年

11 月 

成績評価 成績評価の分布表「提出され

た資料からは、専門教育の授

業科目毎に成績評価の分布が

明らかにされていることが確

認できない。」 

令和２年に提出した成績

評価の分布表は、全学的

に統一した様式により、

専門教育の授業科目毎に

成績評価の分布状況が把

握できる資料を提出した

ものである。 

他の部局においてはコメント

を付されていない部局もある

ことから、今後、本件への対

応状況について対応を求めら

れた場合、再度、同資料を提

出し、改善すべき点等を指摘

いただくものとする。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 

独立行政法

人大学改革

支援・学位

授与機構 

2021 年

11 月 

成績評価 学生からの成績評価に関する

申立ての手続きや学生への周

知等が明示されている資料

「提出された資料からは、成

学生からの成績評価に関

する申立ての手続きに関

しては、提出済の資料の

とおりであり、学生に対

 ☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

□ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

績に関する異議を受け付ける

適切な窓口が組織的に設けら

れていることが確認できな

い。」 

しては、手続きを記載し

た学生便覧を配布すると

ともに、ＴＫＣ（九州大

学法科大学院教育研究支

援システム）を通じ、法

科大学院教務委員長名で

通知を出すことにより周

知している。 

（    ） 

 

 

 

４．2018 年度に受審した法科大学院認証評価において「改善すべき点」とされた事項に関し行った自己点検・評価 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の 

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

独立行政法

人大学改革

支援・学位

授与機構 

2019 年

6 月、

2020 年

6 月、

2021 年

6 月 

成績評価及び

修了認定 

一部の授業科目において、当

該法科大学院で定められた各

ランクの分布の在り方に関す

る法科大学院としての一般的

な方針とは異なる分布で成績

評価が行われているため、成

績評価の在り方について、全

教員に周知徹底する必要があ

る。 

 （2019 年度） 

法科大学院の授業を担当する

全教員に対し、前期及び後期

の試験実施前に、「成績評価

に関する申し合わせ」に従っ

た厳格な成績評価の実施を周

知するとともに、成績報告時

には、合格者における成績評

価の割合及び講評の提出を求

めている。また、翌年４月に

は、前年度の「科目別成績評

価割合」を資料とした FD を

実施し、申し合わせに従った

厳格な成績評価が行われてい

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☑ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

るか検証を行っている。 

（2020 年度） 

上記の取組を実施した。 

（2021 年度） 

上記の取組を実施するととも

に、授業担当教員から成績報

告があった際に、教務委員長

を中心に、成績評価の割合及

び講評の確認を実施した。 

独立行政法

人大学改革

支援・学位

授与機構 

2019 年

6 月、

2020 年

6 月、

2021 年

6 月 

成績評価及び

修了認定 

１授業科目において、成績評

価の考慮要素を変更する場合

には授業の初回までに周知す

るという当該法科大学院の方

針に反して、授業開始後相当

期間を経過した後に学生に周

知されているものがあるた

め、成績評価の在り方につい

て、全教員に周知徹底する必

要がある。 

 （2019 年度） 

本法科大学院では、シラバス

の「試験・成績評価等」欄

に、成績評価の考慮要素とそ

の割合を記載することによ

り、各授業科目の成績評価基

準を学生に対し示しており、

シラバスの記載事項を変更す

る場合は、必ず教務委員長へ

届け出ることとしていること

から、このことを、法科大学

院の授業を担当する全教員に

対し、再度周知徹底した。 

（2020 年度） 

上記の取組を実施したほか、

オンライン授業に急きょ変更

した際にも、シラバス変更の

周知を徹底した。 

（2021 年度） 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☑ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

上記の取組を実施した。 

独立行政法

人大学改革

支援・学位

授与機構 

2019 年

6 月、

2020 年

6 月、

2021 年

6 月 

成績評価及び

修了認定 

１授業科目において、当該法

科大学院の方針に反して、開

講前の事前学修に関する小テ

ストの結果が成績評価に反映

されており、小テストの趣旨

について、全教員に周知徹底

する必要がある。 

 （2019 年度） 

法科大学院の授業を担当する

全教員に対し、開講前の事前

学修に関する小テストの結果

を成績評価に反映することの

ないよう、小テストの趣旨に

ついて、教授会および FD に

おいて周知徹底した。 

（2020 年度及び 2021 年度） 

上記の取組を実施した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☑ 

独立行政法

人大学改革

支援・学位

授与機構 

2019 年

6 月、

2020 年

6 月、

2021 年

6 月 

成績評価及び

修了認定 

１授業科目において、当該法

科大学院の方針に反して、受

講者数の多寡に応じて成績評

価の方法を変更することが行

われており、成績評価の在り

方について、全教員に周知徹

底する必要がある。 

 （2019 年度） 

本法科大学院では、シラバス

の「試験・成績評価等」欄に

より、各授業科目の成績評価

基準を学生に対し示してお

り、シラバスの記載事項を変

更する場合は、必ず教務委員

長へ届け出ることとしてい

る。このことを、法科大学院

の授業を担当する全教員に対

し、再度周知徹底するととも

に、変更の届出について複数

の教員（運営委員会委員）に

より確認している。 

（2020 年度及び 2021 年度） 

上記の取組を実施した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☑ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

独立行政法

人大学改革

支援・学位

授与機構 

2019 年

6 月、

2020 年

6 月、

2021 年

6 月 

教員組織 一部の授業科目について、教

育研究業績等との適合性が認

められない教員がいるため、

適切な教員を配置する必要が

ある。 

 （2019 年度） 

すべての授業科目について、

担当する教員の教育研究業績

等との適合性を見直すととも

に、法律基本科目（憲法、行

政法、民法、商法、民事訴訟

法、刑法及び刑事訴訟法）に

ついては、いずれも当該科目

を適切に指導できる専任教員

を配置した。 

（2020 年度） 

今年度から新たに法科大学院

の授業を担当する教員全員に

ついて、教育研究業績等と担

当する授業科目との適合性を

確認した。  

（2021 年度） 

引き続き、今年度から新たに

法科大学院の授業を担当する

教員全員について、教育研究

業績等と担当する授業科目と

の適合性を確認した。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

☑ 

 

５．教育課程連携協議会において出された意見を受けての対応 

組織の名称 
自己点検・評価において改善・向上等の対応措置が必要とされた事項 

対応計画 
計画の 

進捗状況 

前回評価の 

指摘事項 年月 評価項目 内容 分析の状況 

法科大学院

教育課程連

2021 年

10 月 

入学試験 特別選抜（開放型）の実施方

法 

 （2021 年度） 

 特別選抜（開放型）は、憲

☐ 検討中 

☐ 対応中 

□ 



別紙様式２−２−１ 
九州⼤学⼤学院法務学府実務法学専攻 

携協議会 法・民法・刑法の法律専門試

験の筆記試験とし、一般選抜

（既修者）の憲法・民法・刑

法と同一の試験問題で、同一

の時間で実施する。 

（2022 年度） 

 2022 年と同様の方法で実

施した。 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

法科大学院

教育課程連

携協議会 

2023 年 

2 月 

協議会委員組

織 

協議会委員の追加  （2023 年度） 

 多様な意見を聞くため、協

議会委員及び女性委員の追加

について、2023 年度から 2

名追加（うち 1名は女性）及

び 1名の交代とすることで委

員の選任を行った（5名体制

とする）。 

☐ 検討中 

☐ 対応中 

 対応済 

☐ その他 

（    ） 

□ 

 

 

 

 

※指摘事項、意見など、自己点検・評価において、改善・向上等の対応措置が必要と確認された事項すべてについて記載してください。 

※「組織の名称」の欄は、自己点検・評価委員会、教授会、ＦＤ委員会等の組織の名称を記載してください。 

※「年月」の欄は、自己点検・評価において確認された年月を記載してください。 

※「計画の進捗状況」の欄は、該当する状況に☑してください。 

※「前回評価の指摘事項」の欄は、本評価時に「改善すべき点」として指摘された事項に該当する場合、☑してください。 

 



別紙様式２－３－１ 九州大学大学院法務学府実務法学専攻
基準２－３（重点評価項目）　法科大学院の目的に則した人材養成がなされていること

【分析の手順】

司法試験の合格状況（別紙様式２－３－１）

各年度における司法試験合格状況

法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 法学未修者 法学既修者 計 数値 数値の説明

2022年度 29 37 66 9 13 22 31.03% 35.13% 33.33% 37.65% 全法科大学院の平均合格率

2021年度 22 36 58 2 15 17 9.09% 41.66% 29.31% 34.62% 全法科大学院の平均合格率

2020年度 17 28 45 4 17 21 23.52% 60.71% 46.66% 32.68% 全法科大学院の平均合格率

2019年度 23 36 59 3 17 20 13.04% 47.22% 33.89% 29.09% 全法科大学院の平均合格率

2018年度 40 47 87 9 20 29 22.50% 42.55% 33.33% 24.75% 全法科大学院の平均合格率

上記のうち、法曹養成連携協定の特別選抜枠による進学者に係る状況 ※令和５年度は対象外

2022年度 0 0 0.00%

2021年度 0 0 0.00%

2020年度 0 0 0.00%

2019年度 0 0 0.00%

2018年度 0 0 0.00%

（注）
　

１．「○（年度）」には評価実施年度の前年度を記入し、当該年度を起点とした過去５年度分の実績について記入してください。

２．「受験者数」、「合格者数」欄には、司法試験が実施された各年度における、下記の状況が分かるよう記入してください。

　　・５年の評価期間中に実施される各年度の司法試験について、当該法科大学院の修了を受験資格として司法試験を受験した者に対する司法試験を合格した者の割合

３．「合格率」欄には、「合格者数」を「受験者数」で割った値（小数点第５位を切り捨て）が自動表示されます。

　　（例：合格者数が13人、受験者数が74人の場合には、13÷74＝0.17567・・・≒0.1756となり、『17.56％』で表示されます。）

４．「基準ごとの分析を行った際に比較した合格率」欄には、分析を行った際に比較した合格率の数値と、数値の説明（全法科大学院の平均合格率、

　　当該法科大学院の過去５年間の平均合格率等）を記入してください。

・法曹養成連携協定を締結し、文部科学大臣の認定を受けている場合は、特別選抜により連携法科大学院に進学した認定連携基礎課程からの進学者（法学部３年次終了後に早期卒業により法学既修者として入学
した者や、それ以外の者も含む。）の司法試験の合格率についても算出し、法曹養成連携協定締結時に目標として設定した合格率と比較し、適切な状況にあることを確認する。

法曹養成連携協定締結時に
目標として設定した合格率受験者数 合格者数 合格率司法試験実施年度

受験者数

分析項目２－３－１　修了者（在学中に司法試験を受験した在学生を含む。）の司法試験の合格状況が、全法科大学院の平均合格率等を踏まえて適切な状況にあること

基準ごとの分析を行った際に
比較した合格率

合格者数 合格率

司法試験実施年度

・上記手順において適切な状況にあるとは言えない場合は、直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率と当該法科大学院が自ら目標として設定している合格率を比較し、適切な状況にあることを確
認する。

・直近５年間の未修者・既修者別を含む司法試験の合格率を算出し、全法科大学院の平均合格率と比較して適切な状況にあることを確認する。



別紙様式２－３－１ 九州大学大学院法務学府実務法学専攻
修了年度別修了者における司法試験合格状況

2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 計

2021年度 28 15 15

2020年度 43 16 3 19

2019年度 26 16 0 1 17

2018年度 23 13 1 1 3 18

2017年度 31 16 6 2 0 0 24 61.58%

（注） １．「○（年度）」には評価実施年度の前年度を記入し、当該年度を起点とした過去５年度分の実績について記入してください。

２．「修了者数」欄には、司法試験を受験しなかった者を含めて、当該年度に修了した者の人数を記入してください。

３．「合格者数」欄には、各修了年度における修了者のうち、司法試験に合格した者の人数を記入してください。

合格率

合格者数

司法試験実施年度修了者数修了年度



別紙様式２－５－１ 九州大学大学院法務学府実務法学専攻
基準２－５　教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること

【分析の手順】

教員の採用・昇任の状況（過去５年分）（別紙様式２－５－１）

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専 2

実務家 実・専

実務家・みなし 実・み 1 1 1

兼務研究者 1 2

兼務実務家

兼担 2 1 1

兼任 1

0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 1 0 0 3 3 0 0

教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教 教授 准教授 講師 助教

研究者 研・専 1 1

実務家 実・専

実務家・みなし 実・み

兼務研究者

兼務実務家

兼担

兼任

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

（注） １．評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．「専任教員」欄の「実・み」については実務家みなし専任教員（年間４単位以上の授業を担当し、かつ、法科大学院のカリキュラム編成等の運営に責任を有する者）数、「専・他」については

　　法科大学院の専任ではあるが、他の学部・大学院の専任教員数を記入してください。

・教員の担当する授業科目が、各教員の知識、能力、実績等に応じて決定されていることを確認する。

・採用・昇任時の教育上の指導能力に関する評価の実施状況を確認する。

・教員の任用や昇任等に際し、職階ごとに求める教育上、研究上又は実務上の知識、能力又は実績の基準を定めていることを確認する。

分析項目２－５－１　教員の任用及び昇任等に当たって、教育上、研究上又は実務上の知識、能力及び実績に関する判断の方法等を明確に定め、実際にその方法によって任用、昇任させていること

昇任

専任
教員

兼担教員

兼任教員

採用

専任
教員

兼担教員

兼任教員

専・他

専・他

分類

分類

合計

2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度

合計



別紙様式２－５－２ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 
 

分析項目２－５－２ 法科大学院の専任教員について、教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価を継続的に実施していること 

 

【分析の手順】 

・教員の教育活動及び教育上の指導能力に関する評価の継続的（定期的）な実施について、規則等で規定していることを確認する。 

 

教員評価の実施状況（直近３回程度）（別紙様式２－５－２） 

教員業績評価 

評価実施年度 評価対象者数 評価結果の概要 

令和４年度   17人 

「教員の業績評価の実施に関する要項」に基づき評価を行い、すべての教員の評価結果は以下のとおりであり、

教育の質が確保されていることを確認した。 

標準（Ｃ）：１７人 

※評価指標は次のとおり。Ｓ「極めて優秀」、Ｃ「標準」、Ｄ「標準に満たない」 

令和３年度   17人 

「教員の業績評価の実施に関する要項」に基づき評価を行い、すべての教員の評価結果は以下のとおりであり、

教育の質が確保されていることを確認した。 

標準（Ｃ）：１７人 

※評価指標は次のとおり。Ｓ「極めて優秀」、Ｃ「標準」、Ｄ「標準に満たない」 

※令和２年度の教員業績評価は年俸制給与の適用教員のみを教員業績評価の対象としているため、記載を割愛しております。 

 

 

 

 

 



別紙様式２－５－２ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

教員活動評価 

評価期間 評価対象者数 評価結果の概要 

平成 30～令和２年

度 
  17 人 

「九州大学教員活動評価の実施について（基本方針）」に基づき評価を行いすべての教員の評価結果は以下のと

おりであり、教育の質が確保されていることを確認した。 

教育  ：Ｓ ４人、Ｈ ９人、Ｍ ２人、Ｌ ０人、該当なし ０人、未評価 ２人 

研究  ：Ｓ ３人、Ｈ ９人、Ｍ ２人、Ｌ １人、該当なし ０人、未評価 ２人 

国際交流：Ｓ １人、Ｈ ２人、Ｍ ６人、Ｌ ２人、該当なし ４人、未評価 ２人 

社会貢献：Ｓ ４人、Ｈ ４人、Ｍ ７人、Ｌ ０人、該当なし ０人、未評価 ２人 

管理運営：Ｓ ４人、Ｈ ５人、Ｍ ６人、Ｌ ０人、該当なし ０人、未評価 ２人 

※教員ごとに教育、研究等の５つの評価分野について、Ｓ「極めて高い活動状況である」、Ｈ「高い活動状況で

ある」、Ｍ「普通の活動状況である」、Ｌ「低い活動状況である」の評価指標で評価を行っている。 

評価分野の活動に該当がない場合は「該当なし」、評価できなかった者は「未評価」となっている。 

 



別紙様式２－５－３ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

基準２－５ 教員の質を確保し、さらに教育活動を支援又は補助する者も含め、その質の維持及び向上を図っていること 
 

分析項目２－５－３ 授業の内容及び方法の改善を図るためのファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）を組織的に実施していること 

 

【分析の手順】  

・ＦＤの実施内容・方法（教育方法等の研究・研修、教員相互の授業参観等）及び実施状況（教員参加状況を含む。）を確認する。ＦＤの実施に当たっては、

教育課程方針に則した授業及び成績評価が実施されるよう、成績評価基準の内容や各授業科目の到達目標についての認識の共通化が図られていることを

確認する。 

 

ＦＤの実施内容・方法及び実施状況一覧（別紙様式２－５－３） 

取組 主催 実施内容・方法 （年・月） 参加者数 

厳格な成績評価の実施等に関す

るＦＤ 
ＦＤ企画委員会 

前年度授業科目の成績評価について、「成績評価等に関する申し

合わせ」に沿った厳格な成績評価が行われたことを確認 

（2023.4、2022.11、2022.4、2021.9、2021.4、2020.9、2020.4、

2019.10、2019.4） 

2023.4 18人 

2022.11 19人 

2022.4  19人 

2021.9  20人 

2021.4  17人 

2020.9  21人 

2020.4  21人 

2019.10 17人 

2019.4  17人 

教員相互の授業参観 ＦＤ企画委員会 

法科大学院の授業を担当する教員の授業の進め方、学生の理解

度の確認等について、定められた様式により相互評価を行う。  

さらに、評価に基づいて意見交換を行うことにより、現状にお

ける問題点を把握し、法科大学院担当全教員の共通認識のもと、

2023.3 20 人 

2022.6   21人 

2021.12  21人 

2021.6   21人 



別紙様式２－５－３ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

教員の資質の維持向上を図ることを目的とする。 

(2023.3、2022.6、2021.12、2021.6、2020.12、2020.6、2019.12、

2019.6) 

2020.12  22人 

2020.6   23人 

2019.12  20人 

2019.6   19人 

学生による授業評価 ＦＤ企画委員会 

学生による授業評価アンケートを各学期中に実施し、その結果

を授業の改善に利用するとともに、ＦＤのテーマとし、指摘事

項を教員間で共有することで他の授業の参考にも供する。 

2022.12  20人 

2022.7  19人 

2021.12 20人 

2021.7  18人 

2021.1  20人 

2020.7  20人 

2020.1  19人 

2019.7  17人 

教員アンケート ＦＤ企画委員会 

法科大学院の授業を担当する教員（学外非常勤を含む全教員）

に対しアンケート（教育内容・方法等における工夫、学生支援

についての取り組み、法科大学院全体に対する意見等）を実施

し、その集計結果をもとにＦＤにおいて意見交換を行うことに

より、現状における問題点とその改善策を見出す。 

2023.3 20人 

2022.3 20人 

2021.3 21人 

2020.3  18人 

学生に対する個別面談 ＦＤ企画委員会 

3年次及び、１・２年次の学生に対し、学修・生活全般、今後の

進路等に関するアンケートを実施し、アンケート結果をもとに

個別面談を実施。個別面談の結果をふまえ、学生の学修面・生

活面に関する支援のあり方を教授会・ＦＤにおいて検討する。

また、学生からの要望をふまえた法科大学院修了後の支援のあ

り方についても検討を行う。 

2022.10 19人 

2022.7  19人 

2021.10 20人 

2021.7  18人 

2020.7  20人 

2020.1  19人 

2019.7  17人 



別紙様式２－５－３ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

教育活動を支援又は補助する者

の質の維持及び向上 
ＦＤ企画委員会 

学生の学修支援を行う「学修支援アドバイザー」から提出され

た活動報告を資料としてＦＤを実施し、意見交換を行う。

（2023.4、2022.9、2022.4、2021.9、2021.4、2020.10、2020.3） 

2023.4  18人 

2022.9   20人 

2022.4  19人 

2021.9   20人 

2021.4   17人 

2020.10  21人 

2020.3   18人 

 



別紙様式３－７－２ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

基準３－７ 専任教員の授業負担等が適切であること 
 

分析項目３－７－２ 法科大学院の専任教員には、その教育上、研究上及び管理運営上の業績に応じて、数年ごとに相当の研究専念期間が与えられるよう

努めていること 

 

【分析の手順】 

・研究専念期間について定めた規則があるか確認する。また、過去５年間に研究専念期間を取得した教員の人数や期間等の実績を確認する。 

 

過去５年間における教員の研究専念期間取得状況（別紙様式３－７－２） 

年度 
研究専念期間を 

取得した教員数 
実施状況（期間を含む） 規則等 

平成 30～

令和４年度 
0 

過去５年間に、研究専念期間を取得した専任教員はいないが、本

学の研究専念期間の制度に基づくものではないが、法科大学院の専

任教員１名が 2019年に海外での研究に専念している。また、2024 年

以降に専任教員の研究専念期間の取得を積極的に促していく。 

法学研究院サバティカル制度並びに准教授長期

在外研修制度運用方針 

 



別紙様式４－２－１ 
九州大学大学院法務学府実務法学専攻 

基準４－２ 学生の受入が適切に実施されていること 
 

分析項目４－２－１ 学生受入方針に沿って、受入方法を採用しており、公正かつ適正に実施していること 

 

【分析の手順】  

・入学者選抜実施体制の整備状況（組織の役割、構成、意思決定プロセス、責任の所在等）を確認する。その際、法科大学院を設置する大学の学部卒業（予

定）者等が有利とならない措置がなされていることを確認する。 

・入学者選抜の方法が学生受入方針に適合していることを確認する。 

・「法科大学院法学未修者等選抜ガイドライン」に則して実施していることを確認する。 

・法学未修者に対して、法律学の知識及び能力の到達度を図ることができる試験（法学検定試験等）の結果を加点事由としていないことを確認する。 

・入学者選抜の実施方法や実施時期に関して、早期卒業して入学しようとする者及び飛び入学しようとする者に対して適切な配慮がなされていることを確

認する。 

・社会人や法学以外を専門とする者など多様な人材が入学者選抜を受験できるように配慮されていることを確認する。 

・身体に障害のある者に対して特別措置等を行っていることを確認する。 

 

入学者選抜の方法一覧（別紙様式４－２－１） 

入学者選抜の種類 選抜方法 入学者選抜要項等の記載ページ 

特別選抜 

 

５年一貫型：書類審査と口述試験により実施 

開放型：書類審査と筆記試験（憲法、民法、刑法）

により実施 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/admission/ 

一般選抜 

 

未修者コース：書類審査と論文試験により実施 

既修者コース：書類審査と法学専門試験により実施 

https://www.law.kyushu-

u.ac.jp/lawschool/admission/ 

 



別紙様式４－３－１ 九州大学大学院法務学府実務法学専攻

基準４－３　在籍者数及び実入学者数が収容定員及び入学定員に対して適正な数となっていること

【分析の手順】

【分析の手順】

学生数の状況（別紙様式４－３－１） 

入学者選抜の状況 実務の経験を有する者の定義

法学未修者、法
学既修者別

全体
法学未修者、法
学既修者別

合計【 d 】 実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

実務の経験を
有しない者

実務の経験を
有する者

協定先の法曹
コース出身者

協定外の法曹
コース出身者

（人） （人） （人） （人） 〔 b／c 〕 （人） （人） 〔 d／a 〕（％） （人） 　（人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人） （人）

法学未修者 50 38 18 2.11 15 1 0 0 0 8 2 4 0 1 0

法学既修者 128 97 45 2.15 30 11 0 0 0 16 1 0 2 9 0

法学未修者 61 50 20 2.50 18 2 0 0 1 8 2 3 2 0 0

法学既修者 108 91 38 2.39 26 14 0 0 0 9 1 1 1 5 0 他学部出身者の定義

法学未修者 53 44 21 2.09 13 4 0 0 0 6 1 2 0 0 0

法学既修者 81 65 32 2.03 24 12 1 0 0 9 2 0 0 0 0

法学未修者 44 35 17 2.05 10 2 0 0 0 5 2 0 1 0 0

法学既修者 89 76 37 2.05 25 11 0 0 0 6 3 2 3 0 0

法学未修者 65 52 20 2.60 16 3 1 0 0 8 1 1 2 0 0

法学既修者 94 78 39 2.00 28 18 0 0 0 5 3 2 0 0 0

在籍者数等の状況

内数（人） 内数（人）

（人） （人）
長期履修生数

【 g1 】
原級留置者数

【 ｈ1 】
休学者数

【 i1 】
（人）

長期履修生数
【 g2 】

原級留置者数
【 ｈ2 】

休学者数
【 i2 】

（人）
長期履修生数

【 g3 】
原級留置者数

【 ｈ3 】
休学者数

【 i3 】
（人）

長期履修生数
〔g1＋g2＋g3〕

原級留置者数
〔ｈ1＋ｈ2＋ｈ3〕

休学者数
〔i1＋i2＋i3〕

〔j/e〕（％） （人） 長期履修生数 （人） 長期履修生数

法学未修者 22 0 7 3 21 0 9 1 7 0 1 0 0 0

法学既修者 34 0 4 3 24 0 0 1 0 0

法学未修者 20 0 2 2 15 0 1 0 10 0 0 0 0 0 9 0

法学既修者 29 0 3 2 26 1 6 0 1 0 26 1

法学未修者 20 0 7 3 12 1 3 0 12 0 1 2 7 1 10 0

法学既修者 29 0 5 3 25 1 2 2 7 0 18 0

法学未修者 17 0 7 4 15 1 4 1 15 0 3 1 2 0 14 0

法学既修者 29 0 4 2 31 1 4 0 1 0 29 0

法学未修者 21 0 5 5 16 0 2 1 14 0 4 3 4 0 10 0

法学既修者 34 0 6 2 20 1 3 1 3 0 16 0

（注） １．学生数の状況については、評価実施年度の５月１日現在で記入してください。

２．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」の「自大学の法学関係の学部出身者」とは、当該法科大学院を設置している大学の主として法学を履修する学科若しくは課程等に在学、又はこれらを卒業した者をいいます。

３．入学者選抜の状況の「入学者数内訳」欄において、「Ⅰ自大学の法学関係の学部出身者」～「Ⅳ他大学の法学関係以外の学部出身者」欄に記載される人数は、法曹コース出身者の人数も含めた人数を記載してください。

４．入学者選抜の状況の「競争倍率」、「入学定員充足率」は、小数点第３位以下を切り捨てた値が自動表示されます。

　　（例：「競争倍率」欄について、受験者数が180人、合格者数が87人の場合には、180÷87＝2.068・・・≒『2.06』で表示されます。）

５．「実務の経験を有する者の定義」及び「他学部出身者の定義」については、当該法科大学院が定めるそれぞれの定義を記入してください。

・上記の割合が継続的に100％を上回っている場合は、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学者数が10人を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の競争倍率が２倍を下回っていないことを確認する。

・上記の割合、人数又は倍率が下回っている場合は、入学者受入方針に従って適切な選抜が実施されていることを確認し、適正化を図る取組がなされていることを確認する。

・過去５年間の入学定員に対する実入学者数の割合が50％を下回っていないことを確認する。

・過去５年間の収容定員（入学定員の３倍の数をいう。）に対する在籍者数（原級留置者及び休学者を含む）の割合を確認する。

分析項目４－３－１　在籍者数が収容定員を大幅に上回っていないこと

受験者数
【 b 】

合格者数
【 c 】

競争倍率 入学者数

入学定員充足率

分析項目４－３－２　収容定員に対する在籍者数の割合、入学定員に対する実入学者数の割合、入学者数の規模及び競争倍率が、適正な割合、規模又は倍率となっていること

入学者数内訳

新卒者及び卒業後引き続き司法試験準備に従事した者以外

Ⅰ自大学の法学関係の
学部出身者

Ⅱ自大学の法学関係以外の
学部出身者

Ⅲ他大学の法学関係の
学部出身者

Ⅳ他大学の法学関係以外の
学部出身者

Ⅴ法曹コース出身者

年度 種別
入学定員

【 a 】 志願者数

2022年度 45 2.43 44 97%

2023年度 45 2.14 45 100%

法学部以外の出身者2020年度 45 2.05 35 77%

2019年度 45 2.20 44 97%

2021年度 45 2.05 37 82%

2023年度 135 108 0 21 8

在籍者数
【 f1 】

在籍者数
【 f2 】

在籍者数
【 f3 】

135

退学者数
内数（人）年度

2019年度 105 1 20 12 78%

2020年度 107 2 22 8 79%135

2022年度 100 1135

2021年度 98 2

修了者数

135

80%

種　別
収容定員

【 e 】

１年次 ２年次 ３年次

12 4 74%

在籍者数
合計【 j 】

〔f1＋f2＋f3〕

収容定員に対する
在籍者数の割合

内数（人） 内数（人）

73%1018

内数（人）
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